
日越ともいき支援活動 
〜命と人権を守る〜 

 
  在留外国人コロナ緊急支援事業 

             

    
   （令和４年２月２８日） 

   NPO法人日越ともいき支援会 
 



 私どもは、港区の寺院を拠点とするN P Oです。ともに生きる社会の実現を目
指し、在留ベトナム人の保護活動を展開しています。 現在、多くのベトナム
人が日本国内で働いていますが、彼らの人権や労働者としての権利がしばし
ば侵害されていることはメディアなどで報道されているとおりです。当法人は、
在留ベトナム人の間で「駆け込み寺」として知られ、2019度には約126名のべ
トナム労働者・留学生の保護・生活支援を行いました。2020年度以降、コロナ
禍の影響をうけて、労働基準法や技能実習法に違反する使用者が増加しま
した。失踪を余儀なくされた技能実習生など、当法人が保護・支援した対象
者の数も約700名にのぼります。さらに8000名以上に対して物資支援を行い
ました。しかし、コロナ禍の収束まではまだまだ時間がかかることが予想され
ます。そこで当法人は、特に昨年度より、『在留外国人コロナ緊急支援事業』
として、コロナ禍のもとで行き場をなくした彼ら、彼女らの『命と人権をまもる』
活動（人道支援・自立支援・生活支援等）に集中的に取り組んでおります。 
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2021年ともいき勉強会実施回数 16回 

参加人数 延365名（高校生20名・大学生302名・一般（メディア）43名 
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 ①就労継続支援-職を失った若者に対し転職、再就職支援。 

 ②一時的保護  -  家を失った若者に対し緊急保護 

 ③日本語支援-日本語検定N４取得を目指し日本語の再教育を実施 

 ④食糧支援-当会に集まった食糧物資を、SNSで希望者を募り配送 

 ⑤生活支援-住む所と職を失った若者に対し、生活支援 

 ⑥帰国支援-帰国希望者に帰国支援 

 ⑦医療支援-短期滞在・仮放免在健康保険証の無い若者の医療費支援 

 ⑧国際協力支援-在留外国人が犯罪に巻き込まれる為、弁護士等の支援を
する 
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雇用維持支援の「特定活動」
は特定技能外国人になること
を前提とした在留資格です。 

 

特定技能外国人になるには日
本語能力試験（JLPT）N4以上
と希望職種の技能試験の合格
が必要です。 

 

そのために支援会は保護した
ベトナム人らの試験勉強も支
援しています。 
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新型コロナの影響で収入が減って生活に困っている在日
ベトナム人たちへの食糧支援を続けている。 
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在日ベトナム人への食糧支援 
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・港区役所に転入届の手続きの同行支援         ・帰国支援 



7 

2 

28 

15 

18 

13 

0 5 10 15 20 25 30

医療支援 

法律支援 

2021 2020 2019 15 



16 



17 



18 



19 
↑ 京都拘置所に接見通訳支援・面会 
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今後の課題 

・技能実習生の課題 

→日本語能力要件の設定       →借金問題 

→転職制限の緩和     →民間人材ビジネスの排除 

 

・特定技能の課題 

→支援策の整備、拡充 

→転職が可能 

→家族滞在など在留条件の緩和 

→2号の職種の拡大等 

 

転職が可能なだけに、一箇所に定着する
かしないかが課題 

→いかに信頼関係を築けるかが大事になっ
てくる 
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・在留外国人生活支援事業 
・外国人妊産婦の孤立を防ぎ出産や育児の安全を確保する支援事業 

・ともいき勉強会2022年 
 
 



命と人権を守る 
日越ともいき支援会 


